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新型コロナウイルス感染症対策におけるテレワーク及び時差出勤の推進について(依頼) 

 

標記については、３月１５日に、岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議に

おいて第２次新型コロナウイルス感染症対策総合アクションプランが決定いたしました。 

つきましては、このプランに基づき、「オール岐阜」での感染症対策に万全を期すため、

貴団体におかれましても、テレワーク及び時差出勤について実施をご検討又は拡充いた

だき、積極的に取り組んでいただけるようお願いします。 

 

 

（参考） 

 テレワーク総合ポータルサイト（厚生労働省） 

https://telework.mhlw.go.jp/ 

 

 フレックスタイム制のわかりやすい解説＆導入の手引き 

https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf 
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